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２００４年１１月６日

 
組合員各位                    
 

 管理職ユニオン・関西  執行委員長 本田 直明

管理職ユニオン・関西 第９回定期大会招集告示 
  
管理職ユニオン・関西規約により、第9回定期大会を下記のとおり招集いたします。お忙しいとは思

いますが、万難を排して多数の組合員が出席し、組合の更なる発展に向け活発な討論を行っていただき

たいと思います。大会終了後に、交流・懇親イベントも企画しております。 

 
 
記 

（日 時）  

２００４年１１月２０日（土） 午後0時30分開会 午後１時大会開始、午後３時終了予定 

午後３時～３時３０分 特別講演 

午後４時から交流懇親会 

（場 所） 

 大阪リバーサイドホテル（下の地図参照）大阪市都島区中野町5-12-30℡06-928－3251 

             JR環状線桜ノ宮駅西出口徒歩２分、地下鉄都島駅２番出口徒歩１０分 

（議 事） 

 活動報告、会計決算報告、会計監査報告、運動方針提起、予算案提起 

ストライキ権確立提案・投票・報告、役員・執行委員投票・結果報告 

 

（記念講演） 内部告発「霜印食品の偽装牛肉疑惑」 

倒産から再建へ  N宮冷蔵社長 M谷氏 
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管理職ユニオン関西第９回大会記念講演 

            傷だらけの告発 それでも負けへんで 
                                        霜印食品偽装牛肉告発 N宮冷蔵M谷 

 
私が、霜印食品の偽装牛肉を告発、廃業、解散に追い込みました張本人、M谷です。 
おまけに、６０年あまりの歴史のある家業、N宮冷蔵を廃業寸前まで追い込んだ？お調子者という
声も聞こえます。吉本興業の池之めだかさんとそっくり だという風評もありますが、それはお会
いしてのお楽しみです。                              
２００２年１月「霜印食品が BSE 対策の補助金詐欺を企てている」と私は知らされ、その舞台
に N 宮冷蔵が知らないところで利用されているとわかりました。私は霜印食品を告発しました。
その後霜印食品は廃業、解散。幹部社員らは逮捕され、有罪判決が確定した人もいます。日本ハム、

ハンナンなど当時隠しきっていた疑惑も最近やっと発覚しました。これら大手の疑惑を隠すために

はN宮冷蔵の存続は許されませんでした。 
N宮冷蔵は前代未聞の営業停止処分を科せられ廃業の危機に見舞われました。電気は切られ真っ
暗闇の中でろうそく生活を余儀なくされました。そこで昨年９月より大阪駅前の陸橋の上で N 宮
冷蔵の旗を立て。書籍販売をかねて街頭宣伝に打って出ました。その効果か、週刊紙やテレビ局か

らの取材もあり、また管理職ユニオンとも知り合うことが出来ました。全国有志の方々のカンパな

どで何とか会社を再建するところまでこぎ着けました。しかし経営状況はまだ芳しくありません。

命綱の電気代を払うので精一杯です。家族の生活費は、梅田の歩道橋で私のことを書いて頂いた本

「内部告発」を売って稼いでいます。 
管理職ユニオンの皆様には、２月の組合員交流会で講演させて頂きました。当日は、企業再建直

前ということもありテレビ３社の長時間にわたる取材がありました。それが放映されると、他の組

合関係者からの講演依頼が増えて参りました。このたび管理職ユニオン第９回大会の記念講演をさ

せて頂く事になりました。前回の講演をふまえ、再建とその後の苦闘についても報告させて頂きま

す。２月に聞いていただいた方との再会と、新たに聞いて頂けるみなさまのとの出会いを楽しみに

しています。１１月２０日にお会いしましょう。 
 
 

 
M谷 Y一プロフール 
昭和２８年生まれ。江南大学卒業。N宮冷蔵３代目社長。 
２００２年１月、霜印食品偽装牛肉事件を敢然と告発、その後廃業の危機に見舞われるも不屈の闘

志ではねのけ、２００４年春、営業再開にこぎつける。 
M谷 Y一氏最近の動き 
 １１月２日に梅田の歩道橋に旗を立て、翌３日は緑の文化園内にあるアイアイランド（S 労組の
施設）で朝９時からＮ労組の研修会で講演、その後で丁寧なサイン付きで本の販売。４，５，６日

も西へ東へと走り回っています。１１月は大学祭もあり、講演依頼も多いのですが、１２月１月は

これからというところだそうです。   
                                    E記 

 
            
 
 
  
 
 

 私達の活動の基本は、相談者･加入者が闘いを始めた時、その闘いをサポートすることにあり
ます。皆さん、月に一度は組合活動に参加しませんか？有給休暇を取って事務所に来ません

か？この不況で労働相談は後を絶たず、交渉や闘争も増え、事務所業務は非常に多忙になって

います。労働相談、団体交渉要員、地労委闘争、裁判傍聴など、組合員の皆さんの応援をお願

いします。
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サービス残業代を獲得いたしました！ Ｍ．Ｏ 

２００４年１０月２９日、二年分のサービス残業代請求裁判の結果、和解金を獲得できました。

入社から１０年と８ヶ月。１０年目のけじめをつけることができました。 
 
①経緯 
 私は姫路市にある餃子の O チェーンのフランチャイズを経営する会社のデザイン課に所属して
います。当社も巷にあるワンマン会社の例に漏れず、「ワシが法律じゃ」といったような会社で、

サービス残業当たり前、減給降格も社長のご機嫌しだい、上役はイエスマンばかりといったどこに

でもある会社です。従業員数は正社員が 110名ですが、パートアルバイトをあわせると１０００名
を超えます。創業から２０年以上も経っている会社ですが、内実はワンマン個人商店のまま、就業

規則も現法に適応していません。入社当初９４年２月の給与は、定時は９時から 18 時、休憩１時
間の実働８時間、休日は、祝祭日は関係なく月に６日となっていました。ゴールデンウィークも盆

休みもありません。給与は２０時間までの残業手当もついていました。その後、９８年に総務部課

長代理に昇格したときに年俸制ということで残業代込みの基本給だけになりました。その後デザイ

ン課勤務になると、それまでの基本給が新たな基本給と調整給に分割されていました。内心退職金

計算の元になる基本給が減額になるのはおかしいと思っていましたが、そのままにしていました。

私としてはセクションが変わって労働時間は従来どおりと解釈していましたが、18 時の定時で帰
っていると担当上司から 20 時までは勤務しろという指示をされました。会社は、現社長の息子が
一時社長をしていたころからおかしくなっていきました。株式公開すると息巻いて、新規にラーメ

ン部門を作り事業拡大したのですが、部門をつくりあげた料理長に退職されてから、味とサービス

のレベルが下がり客足が遠のき営業不振になりました。さらに現社長と親子の対立から突然社員に

挨拶もなく退職してしまいました。それでも退職金はもらい、手持ちの会社の株も現価で買い取っ

てもらっとのこと。苦しくなった会社は例のごとく下のもの給与からカットにきました。まずはア

ルバイト給与の昇給を抑えることから始まり、社員の給与の削減にかかりました。営業部の社員が

次々と面接されて減給に応じて行きました。営業部が終わると管理部門の番になるとの情報を得て、

私はユニオンに入会して、減給の面接が来るのを待ちました。 
②減給面談 
「減給には応じません。無理にでも減給するなら管理職ユニオンと相談します。」面談には社長と

専務と常務が出てきましたが、会社の不振を招いた前社長本人に責任を取らせず、社員にばかり負

担を押し付けるのは納得できないので応じませんと返答しました。また給与の区分変更の不満も伝

え面談を終えました。 
その後、しばらくたってから新たな給与の説明がありましたが、総額に変更はありませんでしたが、

給与の中身が変わっていました。就業規則も変えずに好き勝手に給与の中身を変更する姿勢につく

づく嫌気がさし、ユニオンと相談して団体交渉を申し入れました。 
③団体交渉と書面交換 
 ２００３年８月に第一回の姫路の本社での団交には、仲村書記長に加えて他の組合員にご協力い

ただきました。団体交渉には専務と総務のマネージャーが出てきましたが、ワンマン会社ですから、

彼らもメッセンジャーに過ぎませんでした。管理職なので残業手当の支払い義務はないと考えてい

た、基本給の変更は間違っていたのを訂正しただけとの主張を繰り返します。とりあえず、今回の

交渉について文書回答してもらうことと現行の就業規則をもらうことで終了しました。その後、二

度に渡り文書でのやり取りになりましたが、会社の主張は既に給与に残業代は含まれているの一点

張り。基本給も間違っていたのを修正しただけであるとの主張を繰り返していました。２００４年

３月に二度目の団体交渉を仲村委員長と臨みましたが、そのときは進展がないようなら裁判にする

予定でした。私は、労働基準局に提訴する方がよいのか思っていましたが、書記長からのアドバイ

スで民事訴訟に出る方針にしました。会社側は相変わらず従来の主張を繰り返すばかりでしたので
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あなたの経験、または意見を大募集しています。(組合員・非組合員を問いません) 
内容は特に限定しませんが、ユニオンの大会方針『明るく！楽しく！元気を広げよう！』

『自立・連帯・協働』に基づくあなたの文章をください！ 
また、組合員の皆さんの仕事や再出発も応援しています。どんどん紙面を活用してください。

◆ 例題：解決しました！ 就職しました！(苦労談) 事業を開始しました！ 

◆ 会社にこうして居座っています・ＥＴＣ  締め切り：毎月月末 

◆ できれば、メールもしくはフロッピーを郵送してください。(Ｆａｘも可)  

 連絡は教育宣伝部・大浜まで 
 

交渉を打ち切り、後日二年分の計算した未払いの残業手当の金額を内容証明で請求しました。会社

からは５０万円で和解したいとの内容の文書が来ましたが、要求金額の１０分の１程度とはバカに

していると思い、それに応じることなく訴訟の手続きに入りました。 
④裁判へ 
弁護士は、書記長から姫路の先生を紹介していただきました。この先生は会社側の弁護士とも一緒

に仕事をしたこともある知り合いとのこと。相手は理論派なので徹底抗戦も予想されました。０４

年４月２８日に訴状が会社側に届き裁判が始まりました。いきなり法廷に立つのではなくお互いの

弁護士が主張を交わすことで進行していきました。最初会社側は既に支払済みの主張を最初してい

たが、つじつまの合わない給与変更をしていることから全額支払い済みから一部支払い済みに主張

が変わり、この一部支払いを裁判所がどこまで認めるかが焦点になりました。当初の残業分を現在

も含んでいるとの判断から要求金額の約半分の金額が和解案として提出されました。突っ張って和

解せず本裁判の判決をとってもこれ以上の金額が出るとは限らない。内容はわりとセンスのよい和

解案であるとのこと。私は裁判所の和解案に応じましたが、ここでも会社は７０万ほど値切ってき

ました。どこまでも意地汚い会社の姿勢を貫いてきました。でも、こちらも引けないと主張、結局

最終和解になり本裁判になる前に解決にいたりました。 
⑤今後サービス残業代請求を考えている方に、極私的アドバイス 
当初は、労働基準署からの指導で残業手当を請求しようと考えていましたが、仲村書記長から労働

基準署が必ずしも動くとは限らないし、時間がかかる場合もあるとのアドバイスをいただき、裁判

で決着をつける方向にしました。結果的に全社的な全面対決では無く、個人対会社の局地戦でいま

のところは推移しています。 
これを読まれている方で自分がサービス残業の要求を主張したら会社が倒れてしまう。そうなる

と他の人に悪いから我慢しておこう、という方もいるかもしれませんが、やり方で全面戦争を避け

ることも可能かと思います。 仕事内容は手帳や日報に記入しておいたほうが何かと役立ちます。

私はしてなくて後悔しました。時間計算は分単位で計算して金額を増やしましょう。実際は時間単

位でも分単位で計算しておきましょう。私は３０分単位にしてしまいました。 
 今回弁護士さんに指摘されたことですが、交通費も計算の基礎賃金にいれてよいとのことです。

エクセルの端数処理に注意しましょう。賃金計算のときに表計算ソフトを使われることかと思いま

すが、円未満の金額の処理をしておかないと合計金額が各月の合計と違うということになりますの

で、指摘されてあわてることのないようにしておきましょう。 
⑥最後に 
私が組合に入り団体交渉をしていることが店の店長にも知られて、いつ会社辞めるんとか、これか

らどないするのとか聞かれることもありましたが、自分から辞めるつもりはありませんでした。嫌

がらせも覚悟していましたが、今のところは特になく、若干仕事が減りましたが、平穏に勤めてい

ます。私のケースは特殊なのかもしれませんが、サービス残業に泣き寝入りすることなく、働いた

分はキッチリ請求してみましょう。 
管理職ユニオンに入ってから。 
 仲村書記長には多大なご尽力をいただきありがとうございました。また、第一回の団体交渉の時

に同席していただいた組合員のお力添えに感謝いたします。まだ、解決していない問題もあります

が、解決の向けた努力をしようと思います。働きにくい職場にしているのはそれを許している私た

ちの姿勢にあり、それを解決できるのも私たちの行動にあるということを実感しています。 
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O 

勤務先は、流通系のカード会社で一応、上場しております。先ず、私の管理職組合・関西に加入

する経緯を述べておきます。 

 

親会社が大手スーパーから、消費者金融会社に変わった直後に大手スーパーが経営破綻しました。

破綻から約１年後には本社が東京に移転し、社長をはじめ、ほとんどの役員が退任してしまいまし

た。その後の組織変更の際、新任の人事部長から、これまで管理職（非組合員）であった私の行き

先が無いが、これからどのような仕事をしたいのかと、まるで退職勧奨かのような言動がありまし

た。そこで直ぐに、マスコミ等でその存在を知っていた管理職ユニオンへ相談に行きました。その

時、F執行委員から年内なら、入会金が５千円で良いが、来年からは１万円になると言われ、その

場で加入しました。私のように非組合員の身分のままでは守ってくれる組織もなく、会社と対等に

交渉するにはバックボーンが必要と考えていた事と、入会金の安いうちと判断したからです。平成

１４年１２月７日、加入と同時に労働組合加入通知を送付した後、平成１５年１月１５日に第１回

目の団体交渉を行い、今まで通り、大阪勤務を続けることで合意を得ました。 

 

＜会社が言う成果主義賃金制度とは単に、人権費を削減させる口実であるので納得出来なければ

“絶対に”認めてはならない＞ 

 

わが社において、新人事制度の導入計画は昨年からあり、人事部の事前説明では、平成１６年４

月からスタートする予定でありましたが、途中、社長交代等会社都合により延期されておりました。

７月に入り、人事部から新人事制度の事前説明会を行うとの案内があり、8月5日に新大阪の近畿

支店内において、人事部次長から、近畿支店の各営業所のメンバーと一緒に説明を受けた。その日

に配布された人事制度導入についてのレジメには、 

１． 新人事制度策定の目的  

（１）成果主義人事制度の確立  

（２）経営参画への機会拡大  

（３）公平且つ一貫性のある取り扱いの実現 

等々が書かれておりました。 

しかし、別に配布された資料の等級別報酬テーブルを見る限り、役職（部長、担当部長、次長等）

に付けなければ、給料が上がらない制度であり、現に、役職の無い私の年収は現状の半分程度まで

下がる事になり、到底納得出来ない内容でありました。 

その後の8月19日に人事部長が近畿支店に現れ、突然、「話しがあるので少し時間を下さい」と

言われた。人事部長のところに行くと「新人事制度移行に伴う、私の処遇についての話し」と言う

事であった。そこで、私は、管理職ユニオン・関西を通して説明をして欲しいと申入れを行い、私

の処遇に関しては団体交渉を申入れる旨を伝えた。直ぐに、組合のF執行委員と連絡を取り、この

件で相談したい旨を伝えた。 

8月21日組合事務所でF執行委員と相談のうえ、団体交渉の申入れ通知書を送付し、9月2日わ

が社の新大阪の７F会議室で大浜書記次長、F執行委員同席のもと、団交を行いました。 

協議事項の内容は、 
①新人事制度導入に対して、管理職ユニオン・関西に事前説明も通知もなかった事についての釈明 
②新人事制度についての具体的な説明を求めた。 

 

① に対する会社側の回答は「確認不足で申し訳ありません」と謝罪があった。 

② に対する会社側の説明も、目的自体が合理性を欠き、役職がなければ賞与を含め、年収が大幅

に下がる内容でありました。 

現に、私に対する具体的な処遇通知書で試算すると年収で約３００万円程度の大幅な減収となる為、

「到底納得出来ない」「これは、中高年者を直撃する制度である」と異議を主張しました。会社側

から、「O氏の要望を聞かせて欲しい」との発言を受け、大浜書記次長より「できる、できないは別

にして、要望をあげれば検討していただけると考えてよいか」と質問があり、会社側は、「どうし




